
福島県パートナーシップ制度と連携して利用できる・しやすくなる行政サービス

必要 不要 担当課 電話番号

三春町 1
各種証明書の交
付

同一世帯の場合、委任状なく各種証明書の交付が
可能。（戸籍関係証明書は委任状が必要）

〇 住民課 0247-62-8126

三春町 2 税の減免申請 同一世帯の場合、委任状なく税の減免申請が可能。 〇 税務会計課 0247-62-8127

三春町 3 住民税の申告 同一世帯の場合、委任状なく住民税の申告が可能。 〇 税務会計課 0247-62-8127

三春町 4
り災証明書の交
付

同一世帯の場合、委任状なくり災証明書の交付が可
能。

〇 税務会計課 0247-62-8127

三春町 5
町営住宅の入居
申込

町営住宅への入居申請が可能 〇 建設課 0247-62-2113

三春町 6 母子手帳の交付
同一世帯の場合、委任状なく母子健康手帳の申請・
受領が可能。

〇 子育て支援課 0247-62-0055

三春町 7
町立保育所・幼
稚園への送迎

保護者から保育所への事前申出により、送迎（引渡
し）が可能。

〇 子育て支援課 0247-62-0055

三春町 8 学校の送迎 保護者として送迎の申請が可能。 〇 教育課 0247-62-6310

備考

受理証明書等
の提示等

問い合わせ先
市町村名 № 制度・サービス名 内容

現に監護・養育してい
ることが必要。


